
 

 

平成２２年９月３０日 

幼保一元化による『認定こども園』に関するお知らせ 
社会福祉法人『陽だまり』（仮称）設立準備委員会 

委員長 岸 三郎兵衞 

 

 例年にない猛暑に見舞われた葉月も過ぎ、爽やかな秋空が広がる季節を迎え、町民の皆様におかれまし

てはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、平成２３年４月に開園いたします、新しい『認定こども園』の運営については、昨年に開催した

保護者会や地区説明会においてその概要をお示ししてきたところであります。 

新しい『認定こども園』は社会福祉法人による運営となり、６月に法人設立のための準備委員会を発足

し、今日まで様々な協議をしてまいりました。 

金山町の未来を担う子ども達の幼児教育・保育を預かることの重責を心に刻みながら、しっかりとした

運営を目指してまいりますので保護者の皆様をはじめ、町民の皆様のあたたかいご支援をよろしくお願い

申し上げます。 

 

《社会福祉法人『陽だまり』（仮称）設立準備委員会委員》 

委 員 長 ： 岸  三郎兵衞（金山町森林組合組合長） 

副委員長 ： 丹  スワ子 （金山町女性団体連絡協議会会長） 

委  員 ： 日 向 幸 一（金山農業協同組合代表理事組合長） 

委  員 ： 西 田 健 治（金山町民生児童委員協議会会長） 

委  員 ： 井 上  亘 （金山町幼児教育懇話会委員長） 

委  員 ： 半 田 季三子（読み聞かせサークル『きつねのボタン』代表） 

 

《これまでの検討及び決定事項》 

１ 経営形態について 

金山町保育園と学校法人金山学園めばえ幼稚園をそれぞれ閉園し、平成２３年４月から新たに社会

福祉法人による『認定こども園』としてスタートします。 

 

２ 施設について 

 （１）現在の金山町保育園とめばえ幼稚園の施設を利用します。 

 （２）乳児保育部（１～３歳未満）は現金山町保育園施設、幼児教育部（３～５歳）は現めばえ幼稚園

施設で保育・教育を実施します。 

（３）『子育て支援センター』は現金山町保育園施設に開設し、『学童保育』は昨年の説明会では現めば

え幼稚園施設に開設するとしていましたが、様々検討した結果、園児の安全を考慮し、現金山町保

育園に開設します。 

 

３ 教育・保育カリキュラムについて 

（１）保育園保育・幼稚園教育の共通理念と金山町の適時適育の理念に基づいた幼児保育・教育を行い

ます。 

（２）乳児保育部（１～３歳未満）から幼児教育部（３～５歳）、そして学童保育を一貫した保育・教 

  育カリキュラムで対応していくことを検討しています。 

 

４ 保育日数について 

  年間保育日数は「保育に欠けない児童」「保育に欠ける児童」にかかわらず、現状の金山町保育園 

 と同様にし、夏休み等の長期休園はありません。 

 

 

 



５ 保育時間について 

  基本の保育時間（通常保育時間）は、「保育に欠けない児童」「保育に欠ける児童」により異なります。 

（保育に欠けるかどうかの判定は、町が行います。） 

 「保育に欠けない児童」は8：00～14：00の短時間保育、「保育に欠ける児童」は8：00～16：00の長時間

保育となりますが、保育に欠けない児童も希望により16：00まで保育することができます。 

        7：30        8：00     14：00     16：00       18：30 

 

短時間保育 

   

長時間保育 

      

 

６ 保育料について 

 ①保育料の算定について 

保育料は、主に児童の両親の所得税額、町民税額を基に９階層に分けて算定し、現行の保育料を上回 

らないように検討しています。 

※ 保育料には、給食費・教材費・施設整備費が含まれます。入園料はありません。 

  また、早朝・延長の特例保育・預かり保育は実費負担が生じます。（金額は検討中） 

※ これまで、めばえ幼稚園児に支給されていました、就園奨励費は支給されなくなります。 

②兄弟姉妹が同時入園する場合やひとり親家庭等の保育料の減免を検討しています。 

  

７ 送迎について 

 （１）乳児保育部（１～３歳未満）は保護者の送迎になります。 

 （２）幼児教育部（３～５歳）の希望者は自宅近くの集合場所から園バスでの送迎になります。 

   園バス利用は有料とすることで検討しています。（金額は調整中） 

 

８ 給食について 

  乳児保育部（１～３歳未満）は現保育園施設内で調理する自園給食とし、幼児教育部は昨年の説明会

では給食センターからの外部搬入によることとしていましたが、幼児教育部についても子ども達の食育

の観点から現幼稚園施設内で調理する自園給食を実施する方向で検討しています。 

 

９ 園児募集について 

  １１月中旬から募集を開始する予定です。（町広報等で募集します） 

 

10 入園手続きについて 

  今年度については社会福祉法人設立準備委員会（事務局：中央公民館内）で募集を受付けますが、現

保育園・現幼稚園でも受付をします。（所定の入園申込書を準備します） 

  来年度からは社会福祉法人としての新たな『認定こども園』に直接申し込むようになります。 

 

11 職員募集について 

   運営形態の全容が明確になり次第、募集を行います。 

 

12 園名・ロゴマーク（園章）について 

   現在、町民の方々から公募しています。（１０月中に決定します） 

 

13 園服・体操着について 

   新規、継続、廃止も含め検討しています。 

 

※ 『認定こども園』に関するご意見・ご要望を下記まで、是非お寄せ下さい。 

       金山町教育委員会内 社会福祉法人設立準備委員会事務局（☎５２－２９０２） 

       金山町保育園（☎５２－２９８４） めばえ幼稚園（☎５２－２３５５） 

預かり保育（早朝） 
通常保育 

8：00～14：00 

任意保育（無料） 

14：00～16：00 
預かり保育（延長） 

 

 

特例保育（早朝） 
通常保育 

8：00～16：00 
特例保育（延長）  


